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事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ふりがな
代表者職･氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　本事業所は、職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定（以下「認定制度」という。）の申請にあたり、下記□内に✔を付した項目について誓約いたします。

☐１．本事業所は、本件申請時点において、以下①から⑩までのとおり、認定制度の運営要領第３の１から９までに示された申請要件を全て満たしています。

①　本事業所は、厚生労働省が定めた職業訓練サービスガイドライン（平成31年4月24日改訂版、以下「ガイドライン」という。）を用いて、既に職業訓練サービスの質の向上に取り組んでおります。自己診断の結果、認定を希望する以下の✔を付した段階の認定基準を満たしています。
☐ゴールド
自己診断の結果が全て「◎」（できている）であること。
☐　シルバー
自己診断の結果のうち必須項目が全て「◎」（できている）であること。加えて、必須項目を含めて64項目以上が「◎」（できている）であること。
☐　ブロンズ
自己診断の結果のうち必須項目が全て「◎」（できている）であること。

② 直近３事業年度の損益計算書（個人事業主にあっては直近３年分の確定申告）において、２事業年度以上当期純損失又は欠損を計上していないこと。

③　本事業所には、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」の有効な受講証明書を有する者が所属しています。

④　本事業所は、以下に✔を付した教育訓練を、現在実施若しくは今後実施予定です。
　　☐求職者支援訓練（☐実施中・☐今後実施予定）
　　☐委託訓練（☐実施中・☐今後実施予定）
☐教育訓練給付制度の指定講座（☐実施中・☐今後実施予定）
　　
⑤　本事業所は、求職者支援訓練、委託訓練又は教育訓練給付制度の指定講座の実施に関して、以下（ア）から（ウ）までに該当する事項はありません。
（ア）過去に重大な不正行為等により求職者支援訓練の認定又は委託訓練の選定を取り消されたことがある。
（イ）過去に重大な不正行為等以外の理由により求職者支援訓練の認定又は委託訓練の選定を取り消されたことがあり、その取消日から起算して5年を経過していない。
（ウ）過去に教育訓練給付制度において講座指定を取り消されたことがあり、指定取消日から起算して5年を経過していない。

⑥　本事業所は、租税等の納付に未納はありません。

⑦　本事業所は、反社会的勢力（暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等）ではありません。

⑧　本事業所は、職業訓練サービスの実施（過去5年以内に実施したものに限る）に関して不適切な行為並びにその他関係法令の規定に反した行為を現に行っておらず、過去に行ったこともありません。

⑨　本事業所は、労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る直近２年分の保険料の未納はありません。

⑩　本事業所は、「過去3年間に重大な労働関係法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、職業訓練の実施に支障をきたすと判断される者」ではありません。

☐２．本事業所は、以下の重要事項について理解しています。

　「自己診断表兼補正報告書」における自己診断の結果が「◎」（できている）であっても、高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）の審査の結果、自己診断と異なる判定となる場合があること。また必須項目を満たしていない場合には認定されないこと。

☐３．本事業所は、認定制度の認定取得に必要な費用である審査認定料50,000円（税込）を、機構が定める期日までに支払います。

☐４．機構が行う審査を受けるにあたり、次の①から③までの事項を遵守します

1 　本事業所は、機構が求める審査に必要な書類の提出および説明などの協力を、機構が指定する期日までに行うものとします。

2 　万が一、本事業所が機構の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じない場合には、審査の継続が不可能となった場合には本事業所の責めによる審査中止として、機構が審査を終えることに同意します。この際、本事業所が既に機構に対し支払った審査認定料の返還は求めません。

3 　本事業所の希望によって、申請の取り下げを行う場合又は審査途上で申請内容に変更が生じた場合には、速やかに機構に申し出を行います。なお、申請の取り下げを行う場合、本事業所が既に機構に対し支払った審査認定料の返還は求めません。

☐５．本事業所が、機構の実施する審査の結果、適合事業所として認定された場合は、以下の①から③までの事項を遵守します。

1 認定後も引き続きガイドラインに基づいた事業運営を行います。

2 認定制度の実施に関し、機構による必要な調査・確認の求めがあった場合には真摯に応じます。

3 [bookmark: _Hlk212121850]認定証に記載された事項（法人名、事業所名、所在地）や本事業所の連絡先に変更が生じた場合又は、教育訓練事業の廃止、事業所人員の大幅な増減、事業所の移転や建て替え、事業所の合併や分社化等の訓練実施体制に大きな変更が生じた場合は、速やかに機構に申し出ます。

☐６．本事業所は、機構の実施する審査の結果、適合事業所として認定された後、以下の①から③までのいずれかが判明した場合、認定が取り消されることに同意します。

1 　認定制度の申請において、本事業所から提出した書類やリモート審査及び現地審査における説明内容に虚偽があった場合。

②　本事業所が教育訓練事業を廃止し、認定の有効期間中に再開する見込みがない場合。

③　その他、重大な不正行為等により求職者支援訓練の認定、委託訓練の選定又は教育訓練給付金制度の指定講座を取り消される等認定取消が妥当と判断される事由が生じた場合。
以上

